
【事例の詳細】
30歳代の患者に、PL配合顆粒とアスペノンカプセル20が処方された。薬剤師が患者に症状の
聴き取りを行ったところ、咳症状で受診しており不整脈の症状はないことがわかった。薬剤師
が処方医に疑義照会を行った結果、アスペノンカプセル20はアスベリン錠20の処方間違いで
あったことが判明した。 

【推定される要因】
医療機関で処方入力を行う際に、「アスヘ」の3文字を入力して表示されたアスペノンカプセル
20を誤って選択したと思われる。  

【薬局での取り組み】
アスペノンとアスベリンの処方間違いについて、製薬企業からの注意喚起文書を読んだ記憶が
あったため、患者から聴取した症状と照らし合わせ、処方間違いの可能性があると判断した。
今後も、薬局のスタッフに公表物などの情報を周知し、共有する。
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●�本事例は、患者から聴き取った症状から、薬剤師が名称が類似していて薬効が異なる薬剤の
処方間違いを疑い、疑義照会を行った事例である。本事業には、アスベリンとアスペノンの
処方間違いに気づき疑義照会を行った事例が2020年4月1日～ 2023年10月31日に69件
報告されている。

●�本事業に報告された名称が類似している薬剤の処方間違いの事例は、「アスベリンと 
アスペノン」の他に「マイスリーとマイスタン」、「セロクエルとセロクラール」、「ノルバスク
とノルバデックス」などがある。

●�誤った薬剤の交付を防止するには、処方間違いや薬剤の取り違えが起きやすい薬剤について、
定期的にスタッフに注意喚起する、処方マスタの薬剤名に薬効分類名を追記する、薬品棚等
に「名称類似注意」の札を取り付けるなど、具体的な対策を講じることが重要である。
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※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全
を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではあり
ません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者
に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情
報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読み
やすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事
例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合があります
のでご注意ください。

疑義照会・処方医への情報提供

販売名 アスベリン錠10/20 アスペノンカプセル10/20

有効成分 チペピジンヒベンズ酸塩 アプリンジン塩酸塩

薬効分類 鎮咳剤 不整脈治療剤
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